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平常時立入調査の実績と計画について 
 
 
 県は、美浜発電所３号機事故を踏まえて監視体制の強化を図るため、平成１７

年５月に安全協定を改定するとともに、同年１０月から立地市町と一体となって

平常時の立入調査を実施し、協定で定めている事業者が積極的に取り組む事項の

うち、「発電所従事者の被ばく低減対策を中心とした労働安全対策」および「放

射性廃棄物の放出低減」に関して、事業者の取組状況を確認している。 
 本年度に行う平常時立入調査は、これまで調査を行っているふたつのテーマに

関して、ヒューマンエラーの発生防止に向けた取組状況や労働安全衛生マネジメ

ントシステムの取組状況について確認する計画である。 
 県としては、今後とも、この平常時の立入調査により、事業者における安全協

定の遵守状況を確認し、より一層県民の安全、安心の確保に取り組んでいく。 
 

記 
 
１ 平成１８年度実績（別添資料参照） 
（１）調査内容 

「発電所従事者の被ばく低減対策を中心とした労働安全対策」および「放

射性廃棄物の放出低減」を調査テーマに、平成１８年度は次の内容を確認し

た。 
第１四半期：請負事業者の指導・監督の状況 
第２四半期：教育訓練の状況  
第３四半期：労働安全衛生マネジメントシステムの取組状況 
第４四半期：調査で指摘した事項（指摘事項および留意事項）に対する取       

           組状況 
     （注） 指摘事項……直ちに改善が必要と判断される事項 

         留意事項……直ちに改善が必要ではないが、ＰＤＣＡシステムを着実に運用す 

           る観点から、長期的な課題として検討が必要と判断される事項 
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（２）調査者 
県および立地市町の担当者 

（３）調査実績 
 県内６原子力発電所および関西電力（株）原子力事業本部に延べ２６回の

調査を実施 
（４）調査総括 
    ① 各事業者とも、調査事項に関してＰＤＣＡサイクルを活用し、業務の   
    改善に取り組んでいるとともに、指摘事項や留意事項に対しても着実に       
    改善が進められている状況が確認できた。 
    ② 今後とも、より一層、改善活動に取り組むことが重要である。 
 
２ 平成１９年度計画 
（１）調査内容 

各発電所においては、「発電所従事者の被ばく低減対策を中心とした労働 
安全対策」および「放射性廃棄物の放出低減」について、美浜３号機事故を 
踏まえて取組の強化が図られていることを確認している。 
 今後、これらの取組をさらに高めていくうえでは、職員一人ひとりの安全

意識の高揚、とりわけ企業倫理の確立や法令遵守の徹底等、企業の社会的責

任をまっとうし、ヒューマンエラーの防止により一層取組むことが不可欠で

あると考えられる。 
 また、県内の各発電所においては、労働安全衛生マネジメントシステムを

本格導入したところであるが、引き続きシステムを確実に定着させるととも

に、ＰＤＣＡサイクルを活用した改善活動に取組むことが重要である。 
このため、本年度の調査内容は、 

 ① ヒューマンエラー発生防止に向けた取組状況 
 ② 労働安全衛生マネジメントシステムの取組状況 
とする。 

（２）調査者 
県および立地市町の担当者 

（３）調査対象 
調査対象は県内６原子力発電所。必要に応じて、関西電力（株）原子力 

事業本部等も調査対象とする。 
（４）頻  度 

 原則として、各発電所に対し四半期ごと（年４回）に調査を実施する。 
 

 2



（別添資料） 
 

平成１８年度調査結果の概要 
 

１ 調査実績 
  関西電力（株）原子力事業本部、美浜発電所、大飯発電所、高浜発電所、  
 日本原子力発電（株）敦賀発電所および（独）日本原子力研究開発機構新 
 型転換炉ふげん発電所、高速増殖原型炉もんじゅに対し、計２６回の調査 
 を実施 
 

調査場所 調  査  期  間 
関西電力（株） 
原子力事業本部 

第３四半期：平成１８年１１月 ２日 
第４四半期：平成１９年 ２月１６日 

美浜発電所 第１四半期：平成１８年 ６月２７日～２８日 
第２四半期：平成１８年 ８月２４日 
第３四半期：平成１８年１１月１０日 
第４四半期：平成１９年 ２月２２日 

大飯発電所 第１四半期：平成１８年 ６月２２日～２３日 
第２四半期：平成１８年 ８月２５日 
第３四半期：平成１８年１１月２０日 
第４四半期：平成１９年 ３月 ８日 

高浜発電所 第１四半期：平成１８年 ５月２４日～２５日 
第２四半期：平成１８年 ９月２２日 
第３四半期：平成１８年１１月１５日 
第４四半期：平成１９年 ２月２３日      

敦賀発電所 第１四半期：平成１８年 ６月 １日～ ２日 
第２四半期：平成１８年 ９月 ８日 
第３四半期：平成１８年１２月２５日～２６日 
第４四半期：平成１９年 ３月 １日 

新型転換炉 
ふげん発電所 

第１四半期：平成１８年 ５月２２日～２３日 
第２四半期：平成１８年 ８月１１日 
第３四半期：平成１８年１２月１５日、１８日 
第４四半期：平成１９年 ２月２１日 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

第１四半期：平成１８年 ４月１９日～２０日 
第２四半期：平成１８年 ８月２３日 
第３四半期：平成１８年１１月１３日～１４日 
第４四半期：平成１９年 ３月１５日～１６日 
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２ 調査結果概要 
（１）第１四半期調査結果 
   ① 各発電所とも、工事請負、業務委託のいずれも保安規定や社内規則類 
    に基づいて、請負事業者に対する適切な調達管理がなされていた。 
   ② 労働安全衛生法に基づき設置される請負事業者との協議会を設置し、  
    さまざまな労働安全対策が講じられるとともに、美浜３号機事故を踏ま 
    えて現場のパトロールを強化するほか、要望・提案に基づいて設備や業 
    務方法の改善に取り組むなど、事業者と請負事業者の協業体制の構築が 

進められていた。 
   ③ 美浜発電所および敦賀発電所において、業務委託に関する社内規則類 
    に一部不十分な個所が認められたことから、是正するよう指摘した。   
（２）第２四半期調査結果 
   ① 各発電所とも、保安教育および力量管理教育のいずれも保安規定や社 
    内規則類にしたがって、計画立案から実施、有効性評価および評価に基 
    づく改善が的確に行われていた。 
   ② 美浜３号機事故の再発防止に向けた新たな教育が着実に進められてい 
    るほか、労働安全や放射性廃棄物の放出低減に関する教育などで独自の 
    取組が進められていた。 
（３）第３四半期調査結果 
   ① 関西電力（株）の各発電所においては、労働安全衛生マネジメントシ 
    ステムを本格導入済みであり、原子力事業本部と各発電所が連携して、 
    社内規則類の整備、教育・研修、試運用での評価結果を踏まえた改善が 
    適切に実施されていた。 
   ② 日本原子力発電（株）および（独）日本原子力研究開発機構において 
    は、平成１９年度の労働安全衛生マネジメントシステムの本格導入に向 
    けて、社内規則類の整備、教育・研修、試運用などについて準備作業が 
    進められていた。 
   ③ 敦賀発電所および「ふげん」については着実に準備が進められていた 
    が、「もんじゅ」においては、作業スケジュールに遅れが認められたこ 
    とから、システム導入に向けた推進体制の強化を図るよう指摘した。 
（４）第４四半期調査結果 
   ① 各発電所において、立入調査で指摘した内容（指摘事項および留意事 
    項）に対して、適切に改善が進められていた。 
     

    ② 各発電所の管理区域における出入り管理および物品持ち出し管理の状 
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    況について調査した結果、本年１月に大飯発電所で発生した管理区域か 
    らの不適切な物品持ち出しを踏まえて管理を強化するなど、再発防止対 
    策に取り組まれていた。 
 
    

問い合わせ先（担当：前川） 
内線 2353：直通 0776(20)0314 
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